
議決結果　◎…可決、認定、同意、採択  △…修正可決
　　　　　╳…否決、不認定、不同意、不採択
賛否状況 ○…賛成  ╳…反対  ―…議長は議事進行のため採決に加わらない
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議案番号
議　　　案　　　名
主　　な　　内　　容

承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度坂祝町一般
会計補正予算（第６号））

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○
６０２万円を追加し、総額４１億９, ０１３万円とする
【主な理由】衆議院議員選挙事務に係る経費…６０２万円 

議案第 52 号 坂祝町刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
整理に関する条例の制定について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○
刑法の改正により懲役及び禁錮刑が新たに拘禁刑として単一
化されたことに伴い、関係条例の一部を改正

議案第 53 号 坂祝町職員定数条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○職員の増加見込み及び新規採用職員の計画的な採用を行う必

要があることから職員定数を８９人から９５人に改正

議案第 54 号 坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する
条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○人事院勧告による国家公務員給与改定に準拠した一般職員の
改定に合わせ、議員の期末手当支給月額を０．１月分引き上げ
るため改正

議案第 55 号 坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○人事院勧告による国家公務員給与改定に準拠した一般職員の
改定に合わせ、常勤特別職員の期末手当支給月額を０．１月
分引き上げるため改正

議案第 56 号 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○人事院勧告による国家公務員給与改定に準拠し、本町の職員

に関する給与等の関係規定を改正

議案第 57 号 坂祝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○
人事院勧告による国家公務員給与改定に準拠し、会計年度任
用職員に関する給与等の関係規定を改正

議案第 58 号 坂祝町長寿者褒賞条例の一部を改正する条例について
◎ ○ ○ ○ ○ × × ― ○ × ×

坂祝町長寿者褒章賞の資格及び褒賞を変更するため改正

議案第 59 号 坂祝町包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める
条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ×国の改正省令の施行に伴い、地域包括支援センターの職員配
置基準を柔軟化する改正が行われたため、本町同センターの
配置基準を改正

議案第 60 号 坂祝町小学校及び中学校の設置等に関する条例の一部を改正
する条例について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ×
坂祝町学校開放施設の使用料の改定等を行う改正

１2１2月定例会月定例会
 令和６年第４回坂祝町議会定例会は、１２月３日から１２月１２日
までの１０日間の日程で開催されました。提出議案は条例案件１０
件、予算案件６件、その他案件４件で、それぞれ審議・採決した結果、
以下のとおりとなりました。

議案と審議結果

議会の決定で、町はどう変わるの？議会の決定で、町はどう変わるの？
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①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
議案第 61 号 坂祝町社会体育施設条例の一部を改正する条例について

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ×
坂祝町社会体育施設の使用料の改定等を行う改正

議案第 62 号 令和６年度坂祝町一般会計補正予算（第７号）について
◎ ○ × × ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

１, ５６４万円を追加し、総額を４２億５７６万円とする

議案第 63 号 令和６年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ
いて ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
１２万円を減額し、総額を９億６３７万円とする

議案第 64 号 令和６年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
について ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
１２２万円を追加し、総額を１億４，００３万円とする

議案第 65 号 令和６年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第２号）について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

２２２万円を追加し、総額を７億３，７０３万円とする

議案第 66 号 令和６年度坂祝町水道事業会計補正予算（第３号）について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

水道事業費用に６２万円、資本的収入に１６７万円を追加

議案第 67 号 令和６年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第３号）について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

下水道事業収益及び下水道事業費用に３１万円をそれぞれ追加

議案第 68 号 坂祝町と美濃加茂市の定住自立圏形成協定を変更することに
ついて ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○
協定のうち 【防災】・圏域防災体制の充実の項目を追加するため

議案第 69 号 工事請負変更契約の締結について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○工事名：上水工第 6－1号酒倉地区配水管布設替工事 （１ー１１）

変更後契約額：８３，１００，６００円 （５,５５０,６００円増）

議案第 70 号 町道の路線の認定について
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○町道酒倉１４４号線（酒倉字上寿後１３７４番 6 地先から同

１３７４番 8 地先まで）

議会の決定で、町はどう変わるの？議会の決定で、町はどう変わるの？
令和６年度坂祝町一般会計補正予算（第７号）   1,564万円増 

歳出のうち主なもの

・給与及び賞与の改定（人事院勧告等による）など・・・・・・・・・・・・・・・3,504万円
・住民情報システム経費（実施年度変更等による）・・・・・・・・・・・・・・△1,033万円
・町長・町議会議員選挙事務経費（執行済による）・・・・・・・・・・・・・・・△660万円
・障害者自立支援事業費の増（実績による） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・734万円
・こども福祉医療費の増（実績による）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・490万円
・安全な道路整備事業（入札差金及び仕様変更による）・・・・・・・・・・・・・△608万円
・給食センター維持管理経費（入札差金及び実施実績による）・・・・・・・・・・△344万円
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